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（１）適正な水道料金体系について 

 

  

1



・水需要予測 

・財政シミュレーション 

 

 

 

財政計画の

策定 

 

 

・料金算定期間 

・料金改定時期 

・総括原価の算定 

・料金改定率 

 

 

 

料金水準の

算定 

 

 

・用途別、口径別の選択 

・基本水量の設定 

・基本料金と従量料金の割合設定 

 

 

料金体系の

設定 

 

 

・基本料金単価の設定 

・従量料金単価の設定 

 

 

 

料金表の 

設定 

 

 

経営予測を作成 

どれぐらい料金を上げるか検討 

公平で納得感のある体系の検討 

水道料金表の検討 

■水道料金改定の流れについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経営戦略改定時に策定 

令和 5年度中の審議会に

て検討済み 

令和６年度第１回審議会

（前回）にて検討済み 

令和６年度第 2回審議会

(今回)にて検討 

令和６年度第 3回審議会

以降に検討 
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二部料金制 

基本料金 
水使用の有無に 

かかわらず 

徴収される料金 

■現在の本市の料金体系について 

水道料金制度は団体によって異なり、瀬戸市は二部料金制のうち、基本料金は用

途別、従量料金は逓増型を採用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 4年度第 2回水道事業経営審議会資料より引用） 

用途別（家庭用、営業用など） 
使用用途により区分し、料金を賦課 

口径別（水道メーターなど） 
水道メーターや給水管の口径の大小等により 

区分し、料金を賦課 

用途別・口径別の併用 

逓増型 
使用水量が増加するに従い単価が上がる制度 

逓減型 
使用水量が増加するに従い単価が下がる制度 

単一型 
使用水量の多寡にかかわらず、単価が均一

である制度 

従量料金 

使用水量に応じて

徴収される料金 

瀬
戸
市 
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用途ごと（家庭用、営業用等）に料金を設定する方法 

（水道料金算定要領において、漸進的に解消することとされています） 

〇：一般家庭用の区分を設定することで、生活用水の低廉化が図れる 

×：用途区分の判断が明確でなく、客観性公平性に欠ける 

用途別 

 

水道メーターの口径の違いによって料金を設定する方法 

〇：水を使用できる能力に応じた負担区分となり、公平感がある 

×：生活に配慮した料金体系とならない 

口径別 

本市は今こちら 

全国的にはこちらが多い 

ア 用途別と口径別の採用案について 

用途別と口径別の特徴について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在本市では用途別を採用しておりますが、用途区分の判断が困難で客観性公平

性に欠けるという問題があります。また、明らかに用途の実態が変更している場合に

おいても、届出がないことにより、本来想定していた料金体系を適用できていない事

例も散見されます。 

水道料金算定要領において口径別を推奨していることもあり、全国的に口径別の

団体が増加しております。 

 

 以上のことから、本市でも公平性のある口径別料金体系へ切り替える方針としま

す。 
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（参考）令和 5年度 4月 1日現在 県内団体の状況 

区分 団体数 団体内訳 

用途別 8 
瀬戸市、犬山市、岩倉市、あま市 

蟹江町、愛西市、阿久比町、南知多町 

口径別 35 上記以外 

計 43  

（日本水道協会「水道料金表」より引用） 

 

（参考）全国の料金体系の推移  

区分 

昭和 50 年 平成 7 年 平成 27 年 令和 4 年 令和 5 年 

事業 
体数 

比率 
(％) 

事業 
体数 

比率 
(％) 

事業 
体数 

比率 
(％) 

事業 
体数 

比率 
(％) 

事業 
体数 

比率 
(％) 

口径別 295 18.8 829 43.5 721 56.6 757 60.3 757 60.8 

用途別 1,100 70.2 818 42.9 415 32.6 372 29.6 363 29.2 

その他 172 11.0 259 13.6 138 10.8 127 10.1 125 10.1 

合計 1,567 100.0 1,906 100.0 1,274 100.0 1,256 100.0 1,245 100.1 

（日本水道協会「水道料金表」より引用 各年 4月 1日現在）  

 

（参考）令和 4年度第 2回経営審議会資料より引用 

 

■愛知県下の料金改定状況 
１．抽出条件 

   愛知県下の団体において、直近５か年で料金改定（値上げ）を実施している団体 

２．改定時期・改定率の一覧 

No. 団体名 体系 項目 H29 H30 R01 R02 R03  改定差額（※） 

1 愛知県 江南市 用途別 
家事用     

 
18.1%   

  990 円 
  

↓ 
  

全平均     
 

18.1%   
    口径別 

2 愛知県 新城市 口径別 家事用     9.0%   
  660 円 

     全平均     9.0%   

3 愛知県 岩倉市 用途別 家事用    0.4%     
   80 円 

     全平均    0.4%   19.6% 
出所：公益社団法人日本水道協会「水道料金表」等を参考に作成 

（※）改定差額は、「1期 2か月、口径 20㎜、使用量 40m3、消費税（H29、H30は 8%、R01以降は 10%）込」で算定 
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基本料金 基本料金 

（料金） 

（水量） 

（料金） 

（水量） 

従量料金 従量料金 

基本水量 

基本水量なし 基本水量あり 

イ 基本水量の設定について 

基本水量とは基本料金に一定の水量までの料金を含めるものであり、本市ではす

べてに使用者に対して１期（２か月相当）あたり 20 ㎥の基本水量を設定しています。 

 公衆衛生の向上と生活用必要な水使用を促すという目的のために設定されている

ものです。 

 

（基本水量のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨今では節水機器の普及や単身世帯の増加に伴い、基本水量以内の割合が増加し

ており、令和５年度実績では 35.7％となっています。 

また、基本水量以内で収まっている方はすべて同一料金となるため不公平感があ

り、水道料金算定要領においても漸進的に解消することとされているものです。 

 

以上のことから、基本水量は設定しない方針とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



基本水量以内の調定件数
全体の 35.7％ 

 
しかし調定額でみると、
全体の 12.4％しかない 

0㎥

17%

1～5㎥

17%

6～10㎥

20%

11～15㎥

23%

16～20㎥

23%

調定件数が基本水量以内の内訳

使用量は違っても 
みんな基本料金のみ 

(*)一宮市は令和 6 年 10 月 1 日より料金改定にあわせて 
基本水量を 0 と改定している 

 

 

 

（参考）令和５年度調定の水量別分布 

 

 

 

（参考）本市の基本水量以内の割合の推移 

年度 H21 H26 R1 R2 R3 R4 R5 

基本水量以内の

調定件数割合 
31.7% 33.0% 34.8% 33.5% 34.0% 35.0% 35.7% 

 

（参考）令和 5年 4月 1日現在 県内団体で基本水量を設定している団体 

 

 

 

 

 

 

使用水量 

(㎥) 

調定 

件数 
割合 

調定額 

(千円・税込) 
割合 

0 21,612 6.1% 52,951 2.3% 

1～ 20 105,614 29.6% 231,158 10.1% 

21～ 40 120,161 33.7% 483,541 21.1% 

41～ 60 73,902 20.7% 561,308 24.4% 

61～ 80 23,154 6.5% 276,149 12.0% 

81～100 6,396 1.8% 105,111 4.6% 

101～ 6,165 1.6% 586,768 25.5% 

合計 356,822 100.0% 2,296,986 100.0% 

団体 
基本水量 
(㎥/月) 

瀬戸市 10 

犬山市 5 

岩倉市 5 

あま市 10 

蟹江町 10 

愛西市 10 

阿久比町 10 

南知多町 10 

名古屋市 6 

小牧市 5 

清須市 6 

一宮市(*) 10 

料金体系が用途別の団体はすべて

基本水量が設定されている 

県内の４３団体のうち、 

１２団体が設定している 

（約２８％） 
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令和 8年度から令和 12年度の期間に必要な額 

約 146億 2,700万円（*次ページ参照） 

水道の使用量とは関係な
く利用者の存在により発

生する費用 
(量水器、検針費用等) 
⇒全額基本料金に配分 

水道の使用量とは関係な
く水需要の存在に伴い固
定的に発生する費用 

(修繕費、減価償却費等) 
 

⇒基本料金と従量料金に
配分 

水道の実使用に伴い発生
する費用 

(薬品費、動力費等) 
 

⇒全額従量料金に配分 

 
基本料金で回収する総額決定 

 
 
 
 

使用形態に応じた 
単価の設定 

 
従量料金で回収する総額決定 

 
 
 
 

使用量に応じた 
単価の設定 

基準に基づき 
基本料金と従量料金

へ配分 

基準に基づき 
需要家費、固定費、

変動費へ分解 

総括原価 

ウ 基本料金と従量料金の割合設定について 

 以下の図の流れに沿って、基本料金と従量料金の割合を決めていきます。 

 今回の審議会で検討する部分は、緑と青の矢印の部分になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

需要家費 固定費 変動費 

基本料金 従量料金 

次回の審議会で検討 
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（参考）令和 6年度第 1回審議会資料より引用 

  

 資産維持費の考え方（案） 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 6年第 1回審議会にて、資産維持

費の考え方の検討を行った結果、 

資産維持費を加えた総括原価を 

約 146億 2,700万円としています 
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〇総括原価の分解案について 

 総括原価から、需要家費、固定費、変動費に割り振る基準については、基本的には

水道料金算定要領の基準に準拠して分解することとしますが、一部を本市の実情に

合わせて一部修正した基準とします。 

 

修正箇所水色 上段：水道料金算定要領の基準 下段：本市の基準 

  需要家費 固定費 変動費 

人件費 
検針、集金、量水器関係部
門人件費 

需要家費及び変動費以外の
人件費 

超過勤務手当、特殊勤務手
当（給水量の増減に伴うも
のに限る） 

左記以外の人件費全額 ー 

薬品費 ー ー 全額 

動力費 ー ー 全額 

修繕費 

検針、集金、量水器関係部
門修繕費 

左記以外の修繕費全額 

ー 

ー 全額 

受水費 ー 基本料金 使用料金 

減価償却費 
検針、集金、量水器関係部
門減価償却費 

左記以外の減価償却費全額 ー 

支払利息 

検針、集金、量水器関係部
門支払利息費 

左記以外の支払利息全額 

ー 

ー 全額 

資産維持費 
検針、集金、量水器関係部
門資産維持費 

左記以外の資産維持費全額 ー 

 

委託料 
検針、集金、量水器関係部
門委託料 

左記以外の委託料全額 ー 

量水器取替

補修費 
全額 ー ー 

会費負担金 ー 全額 ー 

資産減耗費 
検針、集金、量水器関係部門
資産減耗費 

左記以外 ー 

その他 
手数料、印刷製本費、通信運
搬費 

左記以外 ー 
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〇固定費の配分案について 

 本来、固定費は性質的に基本料金に配分するべきですが、その場合基本料金が高額

となってしまうため、一定の基準で基本料金と従量料金に配分します。 

水道料金算定要領では、以下の 4つの配分基準が示されています。 

 

配分案 固定費の配分方法 考え方 計算式 

①  

最大給水量に対する

平均給水量の割合分

を従量料金に配分 

平均的な給水量相当は従量料金

として、平均を超える部分は需

要実態を考慮して配分するもの 

平均給水量 
         

最大給水量 

②  

施設能力に対する平

均給水量の割合分を

従量料金に配分 

施設能力は、最大給水量分だけ

でなく、点検や事故による休止

や施設更新時に余剰が必要であ

るため、余剰分を基本料金とし

て配分するもの 

平均給水量 
         

施設能力 

③  

施設能力に対する最

大給水量の割合分を

従量料金に配分 

最大給水量 
         

施設能力 

④  
配給水部門を基本料

金に配分 

配給水施設は、日最大需要より

も時間最大需要を基準に計画さ

れていることより、配給水部門

の費用を基本料金として配分す

るもの 

配給水部門費用 
         

費用総額 

 

 本市では、直近 3 年間で施設能力に変化がなく、最大給水量に比べて平均給水量

の変動が少ない傾向があります。 

 そのため、施設能力と平均給水量を使用した②の基準が最も安定するため、②の基

準によって配分するものとします。 
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（参考）本市の直近 5年データ 

 R1 R2 R3 R4 R5 

施設能力（㎥/日） 52,100 52,100 48,700 48,700 48,700 

平均給水量（㎥/日） 40,545 41,611 39,782 40,102 39,593 

最大給水量（㎥/日） 45,039 45,934 42,842 45,361 43,601 

 

 

 

〇配分案ごとの想定割合 

配分案 

固定費の配分割合 
需要家費、変動費を 

加えた全体の割合 

令和 5年度実績基準で 

算出した平均値（※） 

基本料金 

割合 

従量料金 

割合 

基本料金 

割合  

従量料金 

割合 

基本料金 

1期あたり 

従量料金 

1㎥あたり 

① 9.19% 90.81% 14.9% 85.1% 1,231 円 195.30円 

② 18.70% 81.30% 22.4% 77.6% 1,854円 178.05円 

③ 10.47% 89.53% 15.9% 84.1% 1,315円 192.98円 

④ 78.26% 21.74% 69.5% 30.5% 5,752円 70.06円 

 

(参考) 

R5実績 
 34.8% 65.2% 2,060円 106.69円 

※配分案①～④は基本水量なしで想定 

 R5実績は基本水量（1期あたり 20㎥）あり 

 

  

13



基準に基づき 
需要家費、固定費、

変動費へ分解 

 
 

約 11億 1,300万円 
（7.6%） 

 
 

約 115億 6,100万円 
（79.0%） 

 

約 146億 2,700万円 

総括原価 

需要家費 固定費 
 
 

約 19億 5,300万円 
（13.4%） 

変動費 

基準に基づき 
基本料金と従量料金

へ配分 

 
総額約 32億 7,500万円 

（22.4%） 
 
 
 

令和 5年度のメーター数を 
基準に割り返すと、 

1期あたり約 1,854円(税抜) 
（※） 

 
総額約 113億 5,200万円 

（77.6%） 
 
 
 

令和 5年度の有収水量を基準
に割り返すと、 

1㎥あたり約 178円(税抜) 
（※） 

 

現在の基本料金は 

1 期あたり 2,050 円(税抜) 

（家庭用φ20 の場合） 

現在の従量料金は 

1 ㎥あたり 155 円(税抜) 

（家庭用 21 ㎥～40 ㎥まで） 

 

 

〇総括原価の分解と配分を案のとおりにしたケースについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基本料金、従量料金ともに使用形態や使用量に応じて単価を設定するため、あく

までも参考額です。 

 

約 18.7% 約 81.3% 

基本料金 従量料金 
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（２）水道事業の情報発信について 
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■情報発信の位置付け 
 

「瀬戸市新水道ビジョン」基本構想に基づき実施するもの 

 

   基本理念 「安全で安心な水をいつまでも」 

       

   基本方針 「持続 健全な経営による水道」 

        

   基本施策 「⑤利用者へのサービス向上」 
        

   実現方策 「９.分かりやすい情報の発信と利便性の向上」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

（出典：瀬戸市新水道ビジョン） 
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■広報誌「日常を支える 上下水道のはなし」 

 上下水道に関する事業の仕組みや経営状況をわかりやすくまとめた広報誌を創刊 

 今後は水を提供するための水道施設や工事の紹介を通じ、水道料金の必要性を周知 

  
 

  
 

■広報誌配布・周知スケジュール 
区分 予定（実績）と内容 

「広報せと」 

への折込配布 

①１０月号（９月下旬） 前年度決算の概要や経営見通しを紹介 

②４月号（３月下旬）  水道施設や工事の紹介（予定） 

市内イベント 

での周知 

令和６年度実績（予定） 

「第５１回瀬戸市みんなの生活展」でのパネル展示 

・パルティせと（10月 12日実施、来場者 300名） 

・図書館（10月 24日～11月 26日） 

・市役所 1階掲示板（12月 2日～12月 6日） 

    
   （パルティせとでの展示状況） 
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